
別表 ［モバイルコラボレーションサービス］ 

 

１．ネットワークサービスの提供 

 当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービスの利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワ

ークサービス」という）を提供します。 

 

２．ネットワークサービスの概要 

本ネットワークサービスは、複数の甲設備間を、アクセス回線、アクセスポイント、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線およびＦＥＮ

ＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備で接続することにより、甲が、インターネットプロトコルを利用した音声通話を利用できるようにするサー

ビスです。 

 

モバイルコラボレーションサービス 

├──内線サービス 

│  ├──スマートフォン利用タイプ 

│  │   └──０５０番号外線サービス 

│  │      └──外線料金明細通知サービス 

│  ├──固定ＩＰ電話利用タイプ 

│  │   └──０５０番号外線サービス 

│  │      ├──外線料金明細通知サービス 

│  │      ├──外線パーソナル番号付加サービス 

│  │      └──外線グループ番号付加サービス 

│  └──ＰＢＸ接続タイプ 

│      └──０５０番号外線サービス 

│         ├──外線料金明細通知サービス 

│         ├──外線ＰＢＸ着信番号付加サービス 

│         └──外線ＰＢＸ代表番号追加サービス 

└──ネットワークインフラサービス 

├──ビジネスネットワーク接続ゲートウェイサービス 

└──セキュリティゲートウェイサービス 

    ├──モバイルコラボレーション ネットワークインフラサービス（フレッツＡＤＳＬ） 

    ├──フレッツＡＤＳＬ 接続サービス（ネットワークインフラサービス） 

 │   └──フレッツＡＤＳＬ接続サービス（フレッツサポートサービス） 

 │      └──アドバンストサポートサービス／サポートメニューサービス／フレッツ接続サービス（回線調整） 

 ├──モバイルコラボレーション ネットワークインフラサービス（Ｂフレッツ／フレッツ光ネクスト） 

 ├──Ｂフレッツ 接続サービス（ネットワークインフラサービス） 

 │   └──Ｂフレッツ接続サービス（フレッツサポートサービス） 

    │      └──２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービス 

 └──フレッツ光ネクスト 接続サービス（ネットワークインフラサービス） 

         └──フレッツ光ネクスト接続サービス（フレッツサポートサービス） 

            └──２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービス 

    

３．ネットワークサービス提供の前提条件 

（１）本ネットワークサービスの提供にあたっては、別途甲と乙との間において「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト 基本サービス」、

「ＦＥＮＩＣＳビジネスＶＰＮサービス 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＩＰ 基本サービス」または「ＦＥＮＩＣＳビジネスＥｔｈｅ

ｒｎｅｔ 基本サービス」のうち、いずれかのネットワークサービスの提供に関する契約がなされているものとします。また、あわせて「ＦＥＮＩ

ＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト（レイヤー２モード利用時）」または「ＦＥＮＩＣＳビジネスＥｔｈｅｒｎｅｔ 基本サービス」の場合は

「ＩＰ接続ＧＷ３」の契約が、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＶＰＮサービス 基本サービス」の場合は「オプションインフラ接続」の契約が、それぞれ

別途必要となります。 

（２）甲は、乙が本ネットワークサービスを実施する前提条件として、自己の責任と費用負担で本ネットワークサービスのための甲設備を用意するもの

とします。なお、ネットワークサービスによっては、アクセス回線についても甲が用意する場合があるものとします。 

（３）甲は、モバイルコラボレーションサービスを利用するにあたり、乙が指定するソフトウェア（以下「対象ソフトウェア」という）を乙が指定する

ダウンロードサイト（以下「ダウンロードサイト」という）よりダウンロードするものとします。甲は、対象ソフトウェアを、乙所定の使用許諾条

件に従って使用するものとします。 

 

４．ネットワークサービスの内容 

（１）加入登録サービス 

  乙は、甲が本ネットワークサービスを通じてインターネットプロトコルを利用した音声通話、ビデオ通話、プレゼンス表示、インスタントメッセ

ージ送受信を可能とするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対して、本ネットワークサービスの実施に必要な、所定の加

入登録作業を実施します。 

（２）内線サービス 

 ａ．スマートフォン利用タイプ 

  ア．初期サービス 

   乙は、甲が本ネットワークサービスを通じてインターネットプロトコルを利用した音声通話、ビデオ通話、プレゼンス表示、インスタントメッセ

ージ送受信を可能とするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対して必要な所定の準備作業を実施します。 

  イ．接続サービス 

   乙は、別途甲乙間で契約するＦＥＮＩＣＳネットワークサービスおよびネットワークインフラサービスを介して、甲設備（乙指定のスマートフォ

ンに限る）とＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備とを接続し、インターネットプロトコルを利用した音声通話、ビデオ通話、プレゼ

ンス表示、インスタントメッセージ送受信が可能な環境を継続的に提供するものとします。 

  ウ．設定変更サービス 

   乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備の設定を変更するものとします。 

 ｂ．固定ＩＰ電話利用タイプ 

  ア．初期サービス 

   乙は、甲が本ネットワークサービスを通じてインターネットプロトコルを利用した音声通話を可能とするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサー

ビス用電気通信設備に対して、必要な所定の準備作業を実施します。 

  イ．接続サービス 

   乙は、別途甲乙間で契約するＦＥＮＩＣＳネットワークサービスおよびネットワークインフラサービスを介して、甲設備（乙指定の固定ＩＰ電話

機またはＶｏＩＰターミナルアダプタに限る）とＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備とを接続し、インターネットプロトコルを利用

した音声通話が可能な環境を継続的に提供するものとします。 

  ウ．設定変更サービス 

   乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備の設定を変更するものとします。 



 ｃ．ＰＢＸ接続タイプ 

  ア．初期サービス 

  乙は、甲が本ネットワークサービスを通じてインターネットプロトコルを利用したＰＢＸとの音声通話を可能とするために、ＦＥＮＩＣＳネット

ワークサービス用電気通信設備に対して、必要な所定の準備作業を実施します。 

  イ．接続サービス 

   乙は、別途甲乙間で契約するＦＥＮＩＣＳネットワークサービスおよびネットワークインフラサービスを介して、甲設備（乙指定のＰＢＸ接続用

ゲートウェイに限る）とＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備とを接続し、インターネットプロトコルを利用した音声通話が可能な環

境を継続的に提供するものとします。 

ウ．設定変更サービス 

   乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備の設定を変更するものとします。 

（３）０５０番号外線サービス 

 ａ．０５０番号外線サービス 

  ア．初期サービス 

   乙は、下記イ．のサービスを利用できるようにするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対して、必要な所定の準備作業

を実施します。 

  イ．接続基本サービス 

   乙は、別途甲乙間で契約するＦＥＮＩＣＳネットワークサービスおよびネットワークインフラサービスを介して、甲設備（内線通話サービスの利

用により音声通話が可能となったものに限る）とＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備とを接続することにより、１または複数の甲設

備に対し０５０－８桁の電話番号（以下「０５０外線番号」という）を付与し公衆電話網からの着信を可能とするとともに、公衆電話網への発信が

可能な環境を継続的に提供するものとします。なお、甲は、本ネットワークサービスにより、甲が本ネットワークサービスを利用する第三者との間

での０５０外線番号による発着信が可能となります。 

   ただし、以下の発信は不可とします。 

   ・１１０／１１９などの１からはじまる３桁の特番への発信 

   ・０１２０／０９９０などの電話サービス番号への発信 

   ・ポケットベルの電話番号への発信 

   ・電話会社の識別番号（００３３、００３８、００７７、００８８など）をつけた発信 

   ・１８６（発信者番号通知）をつけた、国内固定電話への発信 

  ウ．設定変更サービス 

   乙は、着信先の甲の電話番号情報の設定等を変更するものとします。また、０５０番号外線サービスのオプションサービスである外線パーソナル

番号付加サービス、外線グループ番号追加サービス、外線ＰＢＸ着信番号付加サービス、外線ＰＢＸ代表番号追加サービスに関し変更要求があった

場合にも本サービスにより甲の電話番号情報の設定等を変更するものとします。 

エ．発信通話サービス（対国内固定電話） 

乙は、甲が上記イ．に基づき、国内固定電話網または乙が別途提示する国内電話料金表記載の電気通信事業者の提供するＩＰ電話網への発信を行

った場合、当該国内固定電話網またはＩＰ電話網に属する国内電話との通話を可能とするサービスを提供します。なお、乙は、第９項に定める料金

月毎に、月額払利用料金に、前月１日より前月末日までに甲が利用した国内固定電話への発信通話時間に応じた従量払利用料を加算して、甲より収

受するものとします。 

  オ．発信通話サービス（対国際電話） 

   乙は、甲が上記イ．に基づき、乙が別途提示する国際電話料金表記載の国・地域への発信を行った場合、当該国・地域との通話を可能とするサー

ビスを提供します。なお、乙は、第９項に定める料金月毎に、月額払利用料金に、前月１日より前月末日までに甲が利用した国際電話への発信通話

時間に応じた従量払利用料を加算して、甲より収受するものとします。 

カ．発信通話サービス（対携帯電話） 

   乙は、甲が上記イ．に基づき、０７０－８桁、０８０－８桁、または０９０－８桁の携帯電話またはＰＨＳへの発信を行った場合、当該携帯電話

またはＰＨＳとの通話を可能とするサービスを提供します。なお、乙は、第９項に定める料金月毎に、月額払利用料金に、前月１日より前月末日ま

でに甲が利用した携帯電話またはＰＨＳへの発信通話時間に応じた従量払利用料を加算して、甲より収受するものとします。 

 ｂ．外線料金明細通知サービス 

  乙は、上記ａ．イ．に加え、前月１日より前月末日までに甲が利用した０５０番号外線サービスの従量払利用料金の明細を、乙所定の方法により甲

に通知するものとします。 

 ｃ．外線パーソナル番号付加サービス 

  ア．初期サービス 

   乙は、本ネットワークサービスを利用できるようにするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対して、必要な所定の準備

作業を実施します。 

  イ．接続サービス 

   乙は、０５０番号外線サービスにより付与された０５０外線番号に加え、１のＩＰ電話機またはＶｏＩＰターミナルアダプタに固有の、別の０５

０外線番号を付与します。なお、当該ＩＰ電話機またはＶｏＩＰターミナルアダプタから電話発信をする場合に、公衆電話網に通知される番号は、

本ネットワークサービスにより端末設備毎付与された０５０外線番号（パーソナル番号）、または、０５０番号外線サービスにより付与された０５

０外線番号（拠点代表電話番号）のいずれかを、甲があらかじめ選択するものとします。 

 ｄ．外線グループ番号追加サービス 

  ア．初期サービス 

   乙は、本ネットワークサービスを利用できるようにするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対して、必要な所定の準備

作業を実施します。 

  イ．接続サービス 

   乙は、０５０番号外線サービスにより付与された０５０外線番号に加え、１または複数のＩＰ電話機またはＶｏＩＰターミナルアダプタに固有の、

別の０５０外線番号を付与します。なお、当該ＩＰ電話機またはＶｏＩＰターミナルアダプタから電話発信をする場合に、公衆電話網に通知される

番号は、０５０番号外線サービスにより付与された０５０外線番号（拠点代表電話番号）が通知され、本ネットワークサービスにより付与されたグ

ループ毎の０５０外線番号を通知することはできません。 

ｅ．外線ＰＢＸ着信番号付加サービス 

  ア．初期サービス 

   乙は、本ネットワークサービスを利用できるようにするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対して、必要な所定の準備

作業を実施します。 

  イ．接続サービス 

   乙は、０５０番号外線サービスにより付与された０５０外線番号とは別の０５０外線番号を甲設備（乙指定の１または複数のＰＢＸ接続用ゲート

ウェイ装置に限る）に付与し、当該番号にて甲設備の端末設備（当該ＰＢＸ中継用ゲートウェイ装置に接続された内線電話機に限る）に直接着信が

可能な環境を継続的に提供するものとします。甲は、本ネットワークサービスにより通知される番号と着信先内線電話機との対応付けを、ＰＢＸ中

継用ゲートウェイにおいて行う必要があります。甲が当該内線電話機から電話発信をする場合に、公衆電話網に通知される番号は、０５０番号外線

サービスにより付与された０５０外線番号（拠点代表電話番号）が通知され、本ネットワークサービスにより付与された０５０外線番号を通知する

ことはできません。 

ｆ．外線ＰＢＸ代表番号追加サービス 

  ア．初期サービス 

   乙は、本ネットワークサービスを利用できるようにするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対して、必要な所定の準備

作業を実施します。  



イ．接続サービス 

   乙は、０５０番号外線サービスにより付与されたとは別の０５０外線番号を甲設備（乙指定の１のＰＢＸ接続用ゲートウェイ装置に限る）に付与

し、当該番号にて甲設備の端末設備（当該ＰＢＸ接続用ゲートウェイ装置に接続された内線電話機に限る）に対し着信可能な環境を継続的に提供す

るものとします。甲は、本ネットワークサービスにより通知される番号と着信先内線電話機との対応付けを、ＰＢＸ中継用ゲートウェイにおいて行

う必要があります。なお、当該ＰＢＸ中継用ゲートウェイ装置に接続されたより電話発信し、電話発信をする場合に公衆電話網に通知される番号は、

０５０番号外線サービスにより付与された０５０外線番号（拠点代表電話番号）、または、本ネットワークサービスにより提供される０５０外線番

号（ＰＢＸ代表番号追加）のいずれかを、甲があらかじめ選択するものとします。 

（４）ネットワークインフラサービス 

ａ．ビジネスネットワーク接続ゲートウェイサービス 

乙は、別途甲乙間で契約するＦＥＮＩＣＳネットワークサービス（ビジネスネットワーク接続ゲートウェイサービス）を介して、甲設備とＦＥＮ

ＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備（ゲートウェイ）とを接続し、本ネットワークサービスを利用可能にする環境を提供します。 

ｂ．セキュリティゲートウェイサービス 

  乙は、別途甲乙間で契約するＦＥＮＩＣＳネットワークサービスまたは下記ｄ．およびｅ．により東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株

式会社の提供するフレッツ回線をアクセス回線として用いる場合に、本ネットワークサービスを利用可能とし、接続認証と通信データの暗号化および

復号化を行う環境を提供します。 

ｃ．モバイルコラボレーション ネットワークインフラサービス（フレッツＡＤＳＬ） 
乙は、甲が別途契約する東日本電信電話株式会社の提供する「フレッツＡＤＳＬ １．５Ｍタイプ／８Ｍタイプ／モア（１２Ｍタイプ）／モア２

（２４Ｍタイプ）／モア２（４０Ｍタイプ）／モア３（４７Ｍタイプ）／モア２（２４Ｍタイプ）ビジネスタイプ／モア２（４０Ｍタイプ）ビジネス

タイプ／モア３（４７Ｍタイプ）ビジネスタイプ」、西日本電信電話株式会社の提供する「フレッツＡＤＳＬ １．５Ｍプラン／８Ｍプラン／モア

（１２Ｍタイプ）／モア２４／モア４０／モアスペシャル」のいずれかをアクセス回線として用い、甲設備とＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電

気通信設備とを接続し、本ネットワークサービスを利用可能にするための接続ＩＤを継続的に提供します。 

ｄ．フレッツＡＤＳＬ接続サービス（ネットワークインフラサービス） 

ア．初期サービス 

   乙は、甲の要望により、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する「フレッツ・ＡＤＳＬ」をアクセス回線として、本ネ

ットワークサービスの全部または一部を提供します。なお、本ネットワークサービスを利用するにあたっては、フレッツＡＤＳＬ１．５Ｍｂｐｓ／

８Ｍｂｐｓ／モア／モア２（２４Ｍタイプ）／モア２（４０Ｍタイプ）／モア３（４７Ｍタイプ）／モア２（２４Ｍタイプ）ビジネスタイプ／モア

２（４０Ｍタイプ）ビジネスタイプ／モア３（４７Ｍタイプ）ビジネスタイプのいずれかをアクセス回線として利用可能とする申請業務を実施しま

す。 

イ．接続サービス 

乙は、上記ア．により準備されたアクセス回線を継続的に提供します。各アクセス回線のサービス内容は下記の通りとなります。 
 

品 目 
 

 

                     内 容 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ １．５Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 甲設備への伝送方向については最大１５３６Ｋｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については５１ 

 ２Ｋｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ ８Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 甲設備への伝送方向については最大８Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐｓ 

 までの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア 

 
 

 

 甲設備への伝送方向については最大１２Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア２（２４Ｍタイプ） 

 
 

 

 甲設備への伝送方向については最大２４Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア２（４０Ｍタイプ） 

 
 

 

 甲設備への伝送方向については最大４０Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア３（４７Ｍタイプ） 

 
 

 

 甲設備への伝送方向については最大４７Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については５Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア２（２４Ｍタイプ） 

 ビジネスタイプ 

 

 

 
 

 

 甲設備への伝送方向については最大２４Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 

 なお、本別表第７項および第８項の定めにかかわらず、乙が提供する宅内終端装置および東日本電 

 信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内等において発生した本ネットワークサ 

 ービスに関する障害については、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行います。 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア２（４０Ｍタイプ） 

 ビジネスタイプ 

 
 

 
 

 

 甲設備への伝送方向については最大４０Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 

 なお、本別表第７項および第８項の定めにかかわらず、乙が提供する宅内終端装置および東日本電 

 信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内等において発生した本ネットワークサ 

 ービスに関する障害については、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行います。 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア３（４７Ｍタイプ） 

 ビジネスタイプ 

 

 

 
 

 

 甲設備への伝送方向については最大４７Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については５Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 

 なお、本別表第７項および第８項の定めにかかわらず、乙が提供する宅内終端装置および東日本電 

 信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内等において発生した本ネットワークサ 

 ービスに関する障害については、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行います。 
 

ｅ．フレッツＡＤＳＬ接続サービス（フレッツサポートサービス） 

ア．初期サービス 

乙は、下記イ．のサービスを提供するための準備作業を実施します。なお、本サービスは上記d．イ．のサービスと同数契約するものとします。 

 イ．利用サービス 

乙は、上記d．イ．のサービスを継続的に使用可能な状態に置くため、障害の一次受付、事前停止連絡およびアクセス回線の故障修理対応を実施

します。アクセス回線の故障修理対応は、平日９時から１７時までとします。なお、本サービスは上記d．イ．各同数契約するものとします。 

ウ．アドバンスサポートサービス 

乙は、甲の要望により、東日本電信電話株式会社により提供されたアクセス回線につき、上記イ．の故障修理対応を２４時間３６５日実施するも

のとします。なお、本サービスは、上記イ．のサービスと同数契約するものとします。 

エ．サポートメニューサービス 

乙は、甲の要望により、西日本電信電話株式会社により提供されたアクセス回線につき、上記イ．の故障修理対応を２４時間３６５日実施するも

のとします。なお、本サービスは、上記イ．のサービスと同数契約するものとします。 

ｆ．フレッツＡＤＳＬ接続サービス（回線調整サービス） 

乙は、甲の要望により、回線調整（通信速度改善、リンク安定化）作業を実施します。 

ｇ．モバイルコラボレーション ネットワークインフラサービス（Ｂフレッツ／フレッツ光ネクスト） 

  ア．接続サービス 



   乙は、甲が別途契約する東日本電信電話株式会社の提供する「Ｂフレッツ ビジネスタイプ／ベーシックタイプ／ファミリー１００タイプ／ハイ

パーファミリータイプ」、「フレッツ光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ／ファミリータイプ／ファミリー・ハイスピード

タイプ／ギガファミリー・スマートタイプ」、西日本電信電話株式会社の提供する「Ｂフレッツ ビジネスタイプ／ベーシックタイプ／ファミリー

１００タイプ／ハイパーファミリータイプ」、「フレッツ光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ／ファミリータイプ／ファミ

リー・ハイスピードタイプ／ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」のいずれかをアクセス回線として用い、甲設備とＦＥＮＩＣＳネットワ

ークサービス用電気通信設備とを接続し、本ネットワークサービスを利用可能にするための接続ＩＤを継続的に提供します。 

ｈ．Ｂフレッツ接続サービス（ネットワークインフラサービス） 

ア．初期サービス 

   乙は、甲の要望により、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の提供する「Ｂフレッツ ビジネスタイプ／ベーシックタイプ／

ファミリー１００タイプ／ハイパーファミリータイプ」、「フレッツ光プレミアム」のいずれかをアクセス回線として利用可能とする申請業務を実

施します。 

 イ．接続サービス 

乙は、上記ア．により準備されたアクセス回線を継続的に提供します。各アクセス回線のサービス内容は下記の通りとなります。 
 

品 目 
 

 

                     内 容 
 

 

 Ｂフレッツ ファミリー１００タイプ 

 
 

 

 西日本電信電話株式会社が提供する甲設備へおよび甲設備からの伝送方向については最大１００Ｍ 

 ｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ 

 
 

 

 
 

 

 東日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終 

 端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス用電気通信回線への 

 伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅 

 内終端装置から甲設備へおよび甲設備から宅内終端装置への伝送方向については最大１００Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 Ｂフレッツ ベーシックタイプ 

 
 

 

 甲設備へおよび甲設備からの伝送方向については最大１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通 

 信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 Ｂフレッツ ビジネスタイプ 

 
 

 

 甲設備へおよび甲設備からの伝送方向については最大１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通 

 信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 Ｂフレッツ 光プレミアムタイプ 

 

 

 

 
 

 

 西日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終 

 端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス用電気通信回線への 

 伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅 

 内終端装置から甲設備へおよび甲設備から宅内終端装置への伝送方向については最大１００Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

ｉ．Ｂフレッツ接続サービス（フレッツサポートサービス） 

ア．初期サービス 

乙は、下記イ．のサービスを提供するための準備作業を実施します。なお、本サービスは上記ｈ．イ．のサービスと同数契約するものとします。 

イ．利用サービス 

乙は、上記ｈ．イ．のサービスを継続的に使用可能な状態に置くため、障害の一次受付、事前停止連絡およびアクセス回線の故障修理対応を実施

します。アクセス回線の故障修理対応は、平日９時から１７時までとします。なお、本サービスは上記ｈ．イ．のサービスと同数契約するものとし

ます。 

  ウ．２４時間出張修理オプションサービス 

乙は、甲の要望により、東日本電信電話株式会社により提供されたアクセス回線につき、上記イ．の故障修理対応を２４時間３６５日実施するも

のとします。なお、本サービスは、上記イ．のサービスと同数契約するものとします。 

エ．サポートメニューサービス 

乙は、甲の要望により、西日本電信電話株式会社により提供されたアクセス回線につき、上記イ．の故障修理対応を２４時間３６５日実施するも

のとします。なお、本サービスは、上記イ．のサービスと同数契約するものとします。 

 ｊ．フレッツ光ネクスト接続サービス（ネットワークインフラサービス） 

  ア．初期サービス 

   乙は、甲の要望により、東日本電信電話株式会社の提供する「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ／ファミリータイプ／ファミリー・ハイス

ピードタイプ／ギガファミリー・スマートタイプ」、西日本電信電話株式会社の提供する「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ／ファミリータ

イプ／ファミリー・ハイスピードタイプ／ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」のいずれかをアクセス回線として利用可能とする申請業務

を実施します。 

  イ．接続サービス 

乙は、上記ア．により準備されたアクセス回線を継続的に提供します。各アクセス回線のサービス内容は下記の通りとなります。 
 

品 目 
 

 

                     内 容 
 

 

 ファミリータイプ 

 

 

 

 

 
 

 

 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電 

 気通信回線からアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワ 

 ークサービス用電気通信回線への伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝 

 送可能な電気通信回線を用い、宅内終端装置から甲設備へおよび甲設備から宅内終端装置への伝送 

 方向については最大１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワ 

 ークサービス。 
 

 

 ファミリー・ハイスピードタイプ 

 

 

 

 
 
 

 

 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信

回線からアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービ

ス用電気通信回線への伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通

信回線を用い、宅内終端装置から甲設備への伝送方向については最大２００Ｍｂｐｓまで、甲設備から

の伝送方向については１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワー

クサービス。 
 

 

ギガファミリー・ギガライン 
 

 

 
 

 

 東日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終 

端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス用電気通信回線への 

伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅 

内終端装置から甲設備へおよび甲設備から宅内終端装置への伝送方向については最大概ね１Ｇｂｐ 

ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。 

 

ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 

 

 

 

 

 

 西日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終 

端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス用電気通信回線への 

伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅 

内終端装置から甲設備へおよび甲設備から宅内終端装置への伝送方向については最大概ね１Ｇｂｐ 

ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。 



 

ｋ．フレッツ光ネクスト接続サービス（フレッツサポートサービス） 

 ア．初期サービス 

乙は、下記イ．のサービスを提供するための準備作業を実施します。なお、本サービスは上記ｊ．イ．のサービスと同数契約するものとします。 

イ．利用サービス 

乙は、上記ｊ．イ．のサービスを継続的に使用可能な状態に置くため、障害の一次受付、事前停止連絡およびアクセス回線の故障修理対応を実施
します。アクセス回線の故障修理対応は、平日９時から１７時までとします。なお、本サービスは上記ｊ．イ．のサービスと同数契約するものとし

ます。 

ウ．２４時間出張修理オプションサービス 

乙は、甲の要望により、東日本電信電話株式会社により提供されたアクセス回線につき、上記イ．の故障修理対応を２４時間３６５日実施するも

のとします。なお、本サービスは、上記イ．のサービスと同数契約するものとします。 

エ．サポートメニューサービス 

乙は、甲の要望により、西日本電信電話株式会社により提供されたアクセス回線につき、上記イ．の故障修理対応を２４時間３６５日実施するも

のとします。なお、本サービスは、上記イ．のサービスと同数契約するものとします。 

 

５．提供区域 

 本ネットワークサービスの提供区域は、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービスの提供区域に準ずるものとします。 

 

６．接続サービス提供時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、利用規約に基づき、乙は接続サービスの提供を

中断することができるものとします。 

 

７．接続サービス障害受付時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害受付時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、０５０番号外線サービスにおける公衆電話

網の障害受付時間帯は、乙が当該ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の障害受付時間帯に

準ずるものとします。 

 

８．接続サービス障害対応時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害対応時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、０５０番号外線サービスにおける公衆電話

網の障害対応時間帯は、乙が当該ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の障害対応時間帯に

準ずるものとします。 

 

９．料金月 

 本ネットワークサービスにおける料金月は、毎月２０日締めとし、前月２１日から当月２０日とします。 

 

１０．商品一覧 

 本ネットワークサービスの品目は、以下のとおりとします。 

 
 

品名 
 

 

型名 
 

 

備考 
 

 

支払種別 
 

 

単位 
 

モバイルコラボレーションサービス 加入登録費 ＮＳ２７１００Ｓ  従量料金制（一括払） 式 
 

モバイルコラボレーション 内線サービス    

スマートフォン利用タイプ 初期費 

ＮＳ２７１１０Ｓ 甲が申請し、乙が登録するスマートフォン

用ＩＤ１個あたり 

従量料金制（従量払） ＩＤ 

モバイルコラボレーション 内線サービス    

スマートフォン利用タイプ 接続料 

ＮＳ２７１１０Ｇ 甲が申請し、乙が登録するスマートフォン

用ＩＤ１個あたり。毎料金月に発生する料

金です。 

従量料金制（従量払） 

 

ＩＤ 

モバイルコラボレーション 内線サービス    

スマートフォン利用タイプ 設定変更費 

ＮＳ２７１１１Ｓ 甲が申請し、乙が登録するスマートフォン

用ＩＤ１個あたり 

従量料金制（従量払） 
式 

モバイルコラボレーション 内線サービス     

固定ＩＰ電話利用タイプ 初期費 

ＮＳ２７１１６Ｓ 甲が申請し、乙が登録する内線番号１個あ

たり 

従量料金制（従量払） 式 

 

モバイルコラボレーション 内線サービス    

固定ＩＰ電話利用タイプ 接続料 

ＮＳ２７１１６Ｇ 甲が申請し、乙が登録する内線番号１個あ

たり。毎料金月に発生する料金です。 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション 内線サービス    

固定ＩＰ電話利用タイプ 設定変更費 

ＮＳ２７１１７Ｓ 甲が申請し、乙が登録する内線番号１個あ

たり 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション 内線サービス    

ＰＢＸ接続タイプ 初期費 

ＮＳ２７１１８Ｓ 甲が申請し、乙が登録するＰＢＸ回線１回

線（チャネル）あたり 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション 内線サービス    

ＰＢＸ接続タイプ 接続料 

ＮＳ２７１１８Ｇ 甲が申請し、乙が登録するＰＢＸ回線１回

線（チャネル）あたり。毎料金月に発生す

る料金です。 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション 内線サービス    

ＰＢＸ接続タイプ 設定変更費 

ＮＳ２７１１９Ｓ 甲が申請し、乙が登録するＰＢＸ回線１回

線（チャネル）あたり 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション          

０５０番号外線サービス 初期費 

ＮＳ２７１２０Ｓ 甲が申請し、乙が登録する外線１回線（チ

ャネル）あたり 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション          

０５０番号外線サービス 接続基本料 

ＮＳ２７１２０Ｇ 甲が申請し、乙が登録する外線１回線（チ

ャネル）あたり。毎料金月に発生する 料

金 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション          

０５０番号外線サービス 設定変更費 

ＮＳ２７１２１Ｓ 甲が申請し、乙が登録する外線番号１個あ

たり 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーションサービス      

発信通話料（対国内固定電話） 

ＮＳ２７１２２Ｇ 通話３分毎 従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーションサービス      

発信通話料（対国際電話） 

ＮＳ２７１２３Ｇ 通話１分毎 従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーションサービス      

発信通話料（対携帯電話） 

ＮＳ２７１２４Ｇ 通話１分毎（携帯電話の場合） 従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーションサービス      ＮＳ２７１２５Ｇ  甲が申請し、乙が登録する外線番号１個あ 従量料金制（従量払） 式 



外線料金明細通知料 たり 

モバイルコラボレーションサービス      

外線パーソナル番号付加サービス 初期費 

ＮＳ２７１２６Ｓ  甲が申請し、乙が登録する外線番号１個あ

たり 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーションサービス           

外線パーソナル番号付加サービス 接続料 

ＮＳ２７１２６Ｇ 甲が申請し、乙が登録する外線番号１個あ

たり。毎料金月に発生する料金です。 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーションサービス      

外線グループ番号付加 初期費 

ＮＳ２７１２７Ｓ 甲が申請し、乙が登録する外線代表番号１

個あたり 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーションサービス      

外線グループ番号付加 接続料 

ＮＳ２７１２７Ｇ 甲が申請し、乙が登録する外線代表番号１

個あたり。毎料金月に発生する料金です。 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーションサービス      

外線ＰＢＸ着信番号付加サービス 初期費 

ＮＳ２７１２８Ｓ １番号あたり 従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーションサービス      

外線ＰＢＸ着信番号付加サービス 接続料 

ＮＳ２７１２８Ｇ １番号あたり。毎料金月に発生する料金で

す。 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーションサービス      

外線ＰＢＸ代表番号追加サービス 初期費 

ＮＳ２７１２９Ｓ １番号あたり 従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーションサービス      

外線ＰＢＸ代表番号追加サービス 接続料 

ＮＳ２７１２９Ｇ １番号あたり。毎料金月に発生する料金で

す。 

従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション          

ネットワークインフラサービス        

ビジネスネットワーク接続GW 利用料 

ＮＳ２７１４０Ｇ  従量料金制（月額払） 式 

モバイルコラボレーション          

ネットワークインフラサービス        

セキュリティＧＷ 利用料 

ＮＳ２７１４１Ｇ  従量料金制（月額払） 式 

モバイルコラボレーション          

ネットワークインフラサービス        

フレッツＡＤＳＬ 接続料 

ＮＳ２７１４２Ｇ  従量料金制（従量払） 
ＩＤ 

モバイルコラボレーション          

ネットワークインフラサービス        

Ｂフレッツ，光プレミアム，光ネクスト共通  

接続料 

ＮＳ２７１４３Ｇ  従量料金制（従量払） 

 

ＩＤ 

モバイルコラボレーション          

フレッツＡＤＳＬ接続サービス 初期費 

ＮＳ２７１５０Ｓ フレッツＡＤＳＬ １．５Ｍタイプ、８Ｍ

タイプ、モア（１２Ｍタイプ）、モア２

（２４Ｍタイプ）、モア２（４０Ｍタイ

プ）、モア３（４７Ｍタイプ）、モア２

（２４Ｍタイプ）ビジネスタイプ、モア２

（４０Ｍタイプ）ビジネスタイプ、モア３

（４７Ｍタイプ）ビジネスタイプ、モア２

４、モア４０、モアスペシャル 

 従量料金制（従量払） 

 

 

ＩＤ 

 

モバイルコラボレーション           

フレッツＡＤＳＬ接続サービス １．５Ｍｂｐｓ 

ＮＳ２７１５０Ｇ  フレッツＡＤＳＬ １．５Ｍタイプ 従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション          

フレッツＡＤＳＬ接続サービス ８Ｍｂｐｓ 

ＮＳ２７１５１Ｇ  フレッツＡＤＳＬ ８Ｍタイプ 従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション          

フレッツＡＤＳＬ接続サービス モア 

ＮＳ２７１５２Ｇ フレッツＡＤＳＬ モア（１２Ｍタイプ） 従量料金制（従量払） 回線 

 

モバイルコラボレーション          

フレッツＡＤＳＬ接続サービス ２４Ｍ 

ＮＳ２７１５３Ｇ フレッツＡＤＳＬ モア２（２４Ｍタイ

プ）、モア２４ 
従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション          

フレッツＡＤＳＬ接続サービス        

モア２（４０Ｍ） 

ＮＳ２７１５４Ｇ フレッツＡＤＳＬ モア２（４０Ｍタイ

プ）、モア４０ 

従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション          

フレッツＡＤＳＬ接続サービス  

モア３（４７Ｍ） 

ＮＳ２７１５５Ｇ フレッツＡＤＳＬ モア３（４７Ｍ）、モ

アスペシャル 

従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション          

フレッツＡＤＳＬ接続サービス ビジネスタイプ 

ＮＳ２７１５６Ｇ フレッツＡＤＳＬ モア２（２４Ｍタイ

プ）ビジネスタイプ、フレッツＡＤＳＬ 

モア２（４０  Ｍタイプ）ビジネスタイ

プ、フレッツＡＤＳＬ モア３（４７Ｍタ

イプ）ビジネスタイプ 

従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション          

フレッツＡＤＳＬ接続サービス        

フレッツＡＤＳＬサポートサービス 初期費 

ＮＳ２７１５７Ｓ  従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション 

フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

フレッツＡＤＳＬサポートサービス 利用料 

ＮＳ２７１５７Ｇ  従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション  

フレッツＡＤＳＬ接続サービス 回線調整費 

ＮＳ２７１８０Ｓ  従量料金制（一括払） 

 

式 

モバイルコラボレーション  

フレッツＡＤＳＬ接続サービス  

アドバンストサポートサービス 利用料 

ＮＳ２７１５８Ｇ  従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション  

フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

ＮＳ２７１５９Ｇ  従量料金制（従量払） 式 



サポートメニューサービス 利用料 

モバイルコラボレーション  

Ｂフレッツ接続サービス 初期費 

ＮＳ２７１６０Ｓ Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ、

ファミリー１００タイプ、ベーシックタイ

プ、ビジネスタイプ、光プレミアムタイプ 

従量料金制（従量払） 

 

回線 

 

モバイルコラボレーション  

Ｂフレッツ接続サービス  

ハイパーファミリータイプ 

ＮＳ２７１６０Ｇ Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ 従量料金制（従量払） 回線 

 

モバイルコラボレーション  

Ｂフレッツ接続サービス  

ファミリー１００タイプ 

ＮＳ２７１６１Ｇ Ｂフレッツ ファミリー１００タイプ 従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション  

Ｂフレッツ接続サービス ベーシックタイプ 

ＮＳ２７１６２Ｇ Ｂフレッツ ベーシックタイプ 従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション  

Ｂフレッツ接続サービス ビジネスタイプ 

ＮＳ２７１６３Ｇ Ｂフレッツ ビジネスタイプ 従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション  

Ｂフレッツ接続サービス  

フレッツ光プレミアムタイプ 

ＮＳ２７１６４Ｇ Ｂフレッツ フレッツ光プレミアムタイプ 従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション  

Ｂフレッツ接続サービス  

Ｂフレッツサポートサービス 初期費 

ＮＳ２７１６５Ｓ  従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション  

Ｂフレッツ接続サービス  

Ｂフレッツサポートサービス 利用料 

ＮＳ２７１６５Ｇ  従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション  

Ｂフレッツ接続サービス  

サポートメニューサービス 利用料 

ＮＳ２７１６６Ｇ  従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション  

Ｂフレッツ接続サービス  

２４時間出張修理オプション 利用料 

ＮＳ２７１６７Ｇ  従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション  

フレッツ光ネクスト接続サービス 初期費 

ＮＳ２７１７０Ｓ フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ 

 

従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション  

フレッツ光ネクスト接続サービス  

ファミリータイプ 東日本 

ＮＳ２７１７１Ｇ ファミリータイプ ＮＴＴ東日本 従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション  

フレッツ光ネクスト接続サービス  

ファミリータイプ 西日本 

ＮＳ２７１７２Ｇ ファミリータイプ ＮＴＴ西日本 従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション  

フレッツ光ネクスト接続サービス  

ファミリー・ハイスピードタイプ 東日本 

ＮＳ２７１７３Ｇ ファミリー・ハイスピードタイプ  

ＮＴＴ東日本 

従量料金制（従量払） 回線 

 

モバイルコラボレーション  

フレッツ光ネクスト接続サービス  

ファミリー・ハイスピードタイプ 西日本 

ＮＳ２７１７４Ｇ ファミリー・ハイスピードタイプ  

ＮＴＴ西日本 

従量料金制（従量払） 回線 

モバイルコラボレーション  

フレッツ光ネクスト接続サービス  

ファミリー・ギガファミリー・ギガライン  

東日本 

ＮＳ２７１７５Ｇ ギガファミリー・ギガラインタイプ ＮＴＴ

東日本 

 

従量料金制（従量払） 

 

回線 

 

モバイルコラボレーション  

フレッツ光ネクスト接続サービス  

ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼  

西日本 

ＮＳ２７１７６Ｇ ファミリー・スーパーハイスピード 

タイプ隼 ＮＴＴ西日本 

従量料金制（従量払） 回線 

 

モバイルコラボレーション  

フレッツ光ネクスト接続サービス  

フレッツサポートサービス 初期費 

ＮＳ２７１７７Ｓ  従量料金制（従量払） 

 

式 

モバイルコラボレーション  

フレッツ光ネクスト接続サービス  

フレッツサポートサービス 利用料 

ＮＳ２７１７７Ｇ  従量料金制（従量払） 

 

式 

モバイルコラボレーション  

フレッツ光ネクスト接続サービス  

２４時間出張修理オプション利用料 

ＮＳ２７１７８Ｇ  従量料金制（従量払） 式 

モバイルコラボレーション  

フレッツ光ネクスト接続サービス  

サポートメニューサービス 利用料 

ＮＳ２７１７９Ｇ  従量料金制（従量払） 式 

 

［変更内容］ 

(2015年9月4日)本別表を適用します。 

 

 

 

 

 



 

［凡例］ 

本別表では、以下の略称を用いています。 

 
 

略 称 
 

 

名 称 
 

 

 ＡＤＳＬ 
 
 

 

 Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ Ｄｉｇｉｔａｌ 
 Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｌｉｎｅ 

 

 

 ＧＷ 
 

 

ＧａｔｅＷａｙ 
 

 

 ＩＤ 
 

 

 Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ 
 

 

 ＩＰ 
 

 

 Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ 
 

 

 Ｍｂｐｓ 
 

 

 ｍｅｇａ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 
 

 

 ＰＢＸ 
 
 

 

 Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂｒａｎｃｈ 
Ｅｘｃｈａｎｇｅ 

 

 

 ＰＨＳ 
 
 

 

 Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ 
 Ｓｙｓｔｅｍ 
 

 

 ＳＩＰ 
 
 

 

 Ｓｅｓｓｉｏｎ Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ Ｐ 
 ｒｏｔｏｃｏｌ 
 

 

 ＶＰＮ 
 
 

 

 Ｖｉｒｔｕａｌ Ｐｒｉｖａｔｅ 
 Ｎｅｔｗｏｒｋ 
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